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我が国では、高度経済成長の中で
都市地域に向けて若者を中心に大幅
な人口移動が起こり、流出した人口
の担い手不足により生活水準の確保
に支障をきたすようになりました。
本市も例外ではなく、令和２年の

国勢調査で 44,760 人となり、合併
前旧市町村の昭和 35 年の合計人口
75,175人と比較すると、60 年間で
30,415人減少しており、地域の担い
手不足が続いています。
法律による過疎対策は、昭和45～54年度が「過疎地域対策緊急措置法」、昭

和55～平成元年度が「過疎地域振興特別措置法」、平成2～11年度が「過疎地
域活性化特別措置法」、平成12年度から制定された「過疎地域自立促進特別措
置法」は、平成22年、平成24年、平成26年及び平成29年にそれぞれ「過疎地
域自立促進特別措置法の一部を改正する法律」として制定され、令和2年度まで
過疎対策が講じられてきました。
令和３年度からは、新たに「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置

法」が令和13年3月31日限りの時限立法として制定され、引き続き過疎対策が
実施されています。
本市においては、令和４年４月１日全域みなし過疎地域から全部過疎地域に

指定されました。依然として、人口減少・少子高齢化の進行による高齢者世帯
比率の増加、地域社会を担う人材不足による集落・コミュニティ機能や地域活
力低下等の課題が見受けられます。
本常任委員会では、これらのことを踏まえ、今後の過疎対策を政策研究テー

マとし、調査や研究等を行ってまいりました。
本提言書は、これまで本常任委員会で取り組んできた調査研究を踏まえ、本

市が地域の特性に合った政策を行うように、また、市民が安全・安心に生活で
きるために提言するものです。

はじめに

自然増減数 社会増減数 人口増減数

福島県喜多方市

(出典：RESAS（地域経済分析システム）自然増減・社会増減の推移)
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喜多方市の経済特性から次の点を提言する。

⑴ 基幹産業である農林業、地場産業や観光業が元気になり生産拡大のための
投資が可能になる状態が必要である。そのためには、価格保障、所得補償の
制度を整備すること。また、国や県に対し強力な要請を行うこと。

⑵ 本市の賃金労働者が６割を超えている現状から、30年来上がらない賃金の
引上げが必要であり、全国一律の最低賃金の実現や正規、非正規の格差及び
ジェンダー格差を是正すること。また、国や県に対し強力な要請を行うこと。

⑶ 内発型の経済発展の展望を見据えた、再生可能エネルギー事業の推進さら
に地産地消・地域資源を生かしたスモールビジネスで地域経済の発展を図る
こと。

⑷ 市民の暮らしを下支えする自治体の役割とし、子育て、教育、医療、介護
など「社会保障や福祉」を大きな経済事業であると位置づけること。

⑸ 地域づくりの担い手となる人材の育成を図ること。

１ 意見（政策提言）

過疎地域の持続的発展に係る意見（政策提言）
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２ 現状と課題

今後の過疎対策について

本市では、少子高齢化や若者の転出が起因する人口減少及び財政力の低下で
令和４年４月１日に全部過疎地域となりました。地域社会を担う人材の確保、
地域経済の活性化、情報化、交通手段の確保及び向上、医療提供体制の確保、
教育環境の整備、集落の整備及び活性化、農地、森林等の適正な管理等が喫緊
の課題となっています。
若者の帰属意識の低下を克服するために、シティズンシップを推進し住民自

治に結びつけることで地域社会を担う人材の確保と育成をしていくことが重要
となっています。しかしながら、人口構成は、性別や年齢構成の面で多様性を
欠いており、地域の活力を失わせています。このことは、人口減少の原因の一
つにもなっています。
本市では、過疎地域持続的発展計画を策定しています。各分野ごとに市民

ニーズに寄り添い、本市の魅力をさらに高め、人が人を呼ぶような持続可能な
まちづくりを構築していくことが今後の過疎対策をするうえで重要です。
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⑴ 徳島県三好市及び株式会社ハレとケデザイン舎
三好市は、過疎化・少子化により低下した地域活動を、増加した休校を住

民の声に基づき廃校とし民間事業者に貸付をすることによって、新しい地域
の場や雇用の創出を試みています。地域の意見に寄り添うよう意見交換会の
意向に沿って廃校利活用を進めており、事業者公募の際は、業種を絞らない
ことで市にとって有益な幅広い提案を受けるための工夫をしています。
休廃校は貸付を原則とし、事業をはじめたものの地域貢献困難で不良な事

業者であった場合の対応を考慮した貸付上限５年を三好市財務規則において
定めています。新たに建設する建物は国の新耐震基準に基づくこととされて
いますが、既存の普通財産とされている建物については、耐震工事を必要と
せず無償又は廉価な貸付金で契約することができるものとされています。
廃校の活用事例については、福祉関係施設、製造工場、地元農業団体生産

拠点、地元団体による民宿経営、カフェ・デザイン事業所、スクールコテー
ジ・ラボ事業があります。カフェ・デザイン事業所については、宿泊施設や
サウナも併設しています。
株式会社ハレとケデザイン舎では、観光

地へ向かう途中に位置する山間地域の小学
校にホステルやカフェ、サウナを開所する
ことで、地域の新しい場としてだけでなく、
インバウンドによる集客、移住につなげて
いくよう取り組んでいます。

３ 調査・研究の概要

先進地視察

カフェ・デザイン事業所（株）ハレ
とケデザイン舎のある旧出合小学校
敷地内に建てられたサウナ。
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⑵ 認定特定非営利活動法人グリーンバレー
徳島県神山町にある認定特定非営利活動法人グリーンバレーは、創造的過

疎を実践しています。創造的過疎は、町のみならず日本全体の人口が減少し
ている中で、町の人口回復を狙うのではなく過疎化の現状を受け入れ、数で
はなく中身を改善しようという概念です。外部から若者やクリエイティブ人
材を誘致することによって、人口構成の健全化を図るとともに、ICTインフ
ラ等を活用し、多様な働き方を実現できるビジネスの場としての価値を高め
ることによって、農林業のみに頼らない、均衡のとれた持続可能な地域づく
りを進めています。
グリーンバレーは、豊かな自然環境に配慮しつつ、情報化社会に合わせた

働き方の実現のため、アドプト・プログラムの導入、転入希望者の逆指名に
よる町に必要な人材の確保などの仕組みを構築しています。これによって、
人が人を呼び込むような風潮が起きており、自然減少していく町全体の人口
以外の部分、関係していく人口の底上げで町の持続可能性を見出しています。

⑶ 愛媛県新居浜市
新居浜市は、市の目指す方向を明らかにし、市民と行政とが一緒になって

未来の新居浜市をつくっていくシティブランド戦略を進めています。市のイ
メージアップ、知名度に対する評価であるシティブランドの影響力で、特産
品の購買意欲向上、観光客の増加、移住促進につなげていきたい考えです。
目標達成に向け、第１～３ステージ（平成29～令和元年度、令和２～４年度、
令和５～６年度）ごとに実施計画を策定しています。
さらに、子育て系ユーチューバーを活用したプロモーション映像（移住体

験映像）を制作するなど、シティプロモーションもあわせて広く周知するよ
うな取組を実施しています。
今後の方向性としては、市民に誇りと愛着をもってもらえるまち、市外の

人に選んでもらえるまちとなるため、第１、２ステージにおける成果を活用
するとともに、新たな取組も加えながら、知名度等向上を目指しています。
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おわりに

7

本常任委員会による政策提案のための行政調査は、コロナ禍の影響を受け、
ようやく令和４年９月に先進地と言われる２市１町を調査することができまし
た。いずれも人口減少が進む現状を踏まえながらも、発想を変えて長期的に現
状打開を試みている姿勢が特徴的でした。
特に人口５千人の山間の町、神山町は全国から注目され「神山モデル」とし

て地方創生の成功事例として有名です。そのキーワードは「創造的過疎」です。
約３０年に渡るNPO法人グリーンバレーによる取り組みは多岐にわたり「人

口減少を可能性に変えるまちづくり」というその発想と実践に学ぶ点が多いと
感想を持ったところです。近く、神山町に「高等専門学校」を開校することが
決定しております。「自ら起業する若者を育成、応援する学校」をイメージし
ており現実化の道を歩んでいます。「自らの発想と実践」がグローバルに力強
く進められており、「地元住民の理解」とかみ合っています。
議会側においても行政側においても現地を調査し、参考にするべく具体的に

アクションを起こすことが重要であります。

自らの発想 自らの実践

住民福祉の増進 神山モデル

創造的過疎



年月日 調査・取組内容等

令和３年
６月17日

【政策課題に係る協議】／庁内
政策テーマの確認

８月20日 【政策課題に係る協議】／庁内
今後の進め方について

９月13日 【政策課題に係る協議】／庁内
政策テーマの決定

令和４年
３月９日

【政策課題に係る協議】／庁内
今後の進め方について

８月５日 【政策課題に係る協議】／庁内
調査等の整理と今後の進め方について

９月27日
28日

【行政視察】／徳島県・愛媛県
１ 徳島県三好市（9/27）
廃校利活用について

２ 徳島県神山町（9/28）
創造的過疎について

３ 愛媛県新居浜市（9/28）
シティプロモーションについて

12月５日 【政策課題に係る協議】／庁内
政策提言に係る内容の検討について

令和５年
２月７日

【政策課題に係る協議】／庁内
政策提言に係る内容の検討について

２月27日 【政策課題に係る協議】／庁内
政策提言に係る内容の検討について

３月８日 【政策課題に係る協議】／庁内
政策提言に係る内容の確認及び決定について

取組経過
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喜多方市議会総務常任委員会
委 員 長 田 中 雅 人 副委員長 菊 地 とも子
委 員 小 澤 誠 委 員 渡 部 一 樹
委 員 関 本 美樹子 委 員 五十嵐 吉 也
委 員 伊 藤 弘 明
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